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大規模行為届出図書の見直し(案) 

大規模行為は、景観に与える影響が大きいことから、「調和ある景観形成基

準」において届出を要する行為となっています（「５ 調和ある景観形成基準

等」を参照）。 

大規模行為の届出は、これまでも届出図書の提出が義務付けられていました

が、届出図書と基準の関係が不明確でした。 

本計画では、大規模行為届出図書の見直しを行い、届出図書と「調和ある景

観形成基準」の関係のわかりやすくするとともに、施主・施工者と審査担当者

の間で建築等行為の完成イメージが共有しやすい図書とすることにより、より

具体的な審査・アドバイスを可能にするため、現行の図書に下表にある「新規

に追加する図書」を追加することとします。 

表 大規模行為届出図書の見直し 

 大規模行為の内容 現行の必要図書 新たに追加する図書 

１）建築物 
・付近見取図 
・配置図 
・各階の平面図 
・各階の立面図 

・全体立面図 
・植栽計画図 
・パース図 

２）工作物 
・付近見取図 
・配置図 
・平面図 
・各階の立面図 

・全体立面図 
・植栽計画図 
・パース図 

３）屋外広告物 
・付近見取図 
・配置図 
・意匠図 

・パース図 

４）区画形質の 
変更 

・付近見取図 
・地形図 
・平面図 
・断面図 
・法面断面図 
・植栽計画図 

・パース図 

図
面
関
係 

５）法面・擁壁の 
設置 

・付近見取図 
・地形図 
・平面図 
・法面断面図 

・植栽計画図 
・パース図 

写
真
関
係 

１）～５）共通 

・現況カラー写真 
①当該地の写真 

・現況カラー写真 

②当該地と隣接する周辺建物の 
写真 

③前面道路のまち並みの写真 

大
規
模
行
為
届
出
書 

１）～５）共通 

・現在提出してい
る大規模行為
届出書（次頁を
参照） 

・大景観の指針に則った「赤城山
等を背景に、当該建物を主役に
した」ＣＧ写真 

・小景観の指針に則った「周辺の
まち並みと並んだ当該建物」の
ＣＧ写真 
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参考．現在の大規模行為届出書（景観形成報告書を含む） 
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振り返りたくなる風景がある 

 
平成 21年 10 月 

 

編集・発行：前橋市 都市計画部 まちづくり課 

〒371-8601 群馬県前橋市大手町 2丁目 12番 1号 

TEL：027-224-1111（内線：3974） 

FAX：027-221-2361 

 


